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地区計画の目標

行

都市計画公園の整備
良好な住環境の維持・

向上 歩行者ネットワークの形成などに
よる防災性の向上 賑わいのある個性
豊かな商店街の形成

土地利用の方針

道路（地区施設）の配置計画 及び 都市計画公園の範囲

歩行者
ネットワーク









旧生産緑地北側の土地も含めて、
都市計画公園の範囲に設定

⇒東西ネットワークを確保

資料４-１



まちづくりのルール（案）

建築物の１階部分の用途を制限

① 建築物等の用途の制限

100㎡

② 建築物の敷地面積の最低限度

道路の

境界線から建築物の壁面の位置までの距離を50ｃｍ以上

③ 壁面の位置の制限／
壁面後退区域における工作物の設置の制限

④ 建築物等の高さの最高限度

商店街ゾーン １７ｍ以下 ２４ｍ以下

住宅地ゾーン １２ｍ以下

建築物等の色彩等 周辺との調和

に配慮 屋外広告物 建築物との一体性 周辺との調和

に配慮した位置、規模、色彩等

⑤ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

道路に面して設ける垣又は柵は、生垣

又はフェンス

⑥ 垣又は柵の構造の制限

⑦ 斜線制限等の一部建築制限の緩和


